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は じ め に

これまで医療 経営 とい った ときには,病 院経営 な ど

の事業経営 論 だけに 目が向 け られていた もの と思 われ

る.し か し,医 療 の ように社会 の重要 な インフラを構

成す る もので は,そ れ を支 える仕組 み を考 える制度経

営論 が不 可欠 となる.支 える仕組 み とい うの は,具 体

的 には資金管理 の問題で あ り,医 療 の場合 には保 険制

度 の研究が制度経営論の大 きなテーマ となる.

医療保 険出現の経済的意義

経 済 的見 地 か らす れ ば,「 医療 サ ー ビス」 も取 引

(trade)で ある.そ して,長 ら くの間,人 間社会 におい

ては,医 療 は医療サービス消費者である患者 と医療サー

ビス提供者で ある医者 との間の2者 間取引(bilateral

trade)で あった.し か し,患 者 は治るまでい くらかかる

かが分か らず,ま た,病 気の間は生計 の維持が困難 とな

る.詰 まるところ医療 を受 けられるのは裕福 な人 に限 ら

れた.

近代 にな ってよ うや く地域や職場 の組織 な どが仲介

者 とな り,住 民 や従 業員 を加 入 者 に して,た とえば

月 々い くら といった ように定期 的 に金 を集め て蓄 えて

お き,も し加入者 が病気 になった ときには仲介者 が蓄

えおいた資金 か ら,会 員患者 に代 わ って医者が施 した

医療の費用を支払 う仕組みが生まれた.い わゆる現物

給付型 の医療保 険であ る.こ のように患者 ・仲介者

(=保 険者)・ 医者 といった3者 間取引(trilateral

trade)の 仕組みによって医療を受けられる人が一気 に

拡がった.

またこのように社会に安定 した医療資金を管理する

仕組みが生 まれると,多 くの人が医療を受けられると

いう利点だけでなく,医 療費の支払い も確かになるこ

とから医療提供者の経営が安定 し,医 療の施設や従事

者が増えるとい う相乗効果を産んで,社 会の医療供給

体制を充実させることにつながった.※

※ここでは 「経済的見地」 と断って医療サービスの

取引構造 の変遷 を説明したが,歴 史的には職場労働者

の疾病治療のための社会保険(傷 病手当金 と医療現物

給付)の 制度が先行 して現れ,地 域 コミュニティにお

ける医療保険の出現はその後のことである.

わが国の場合 も,1961年 に国民皆保険制度 を達成 し

た以降は国民ならば必ず何 らかの医療保険制度 に加入

していることから,国 民は疾病時の費用について余 り

心配せずに医療機関にかかれるようになり,ま た病院

や診療所では患者の治療代金の回収に難儀す ることが

それ以前 と較べて格段に減 り,結 果,医 療機関の事業

経営が安定 して今 日に至っている.ち なみに,事 業倒

産 という点では,わ が国の医療業は他の産業 と較べて

極端に少 ないの も特徴である.こ のように,医 療の保

険制度は,医 療の事業経営に密接 に関係 している1).
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国民皆保険制度と国民医療費統計

わが 国でい う国民 医療 費 とは,国 民皆保 険制度下 の

医療保険 の給付 範 囲内で支払 われ た費用 にほぼ相当 し

てい る.そ のため,国 民 医療 費の数字 には,た とえば

8,000億 円規模 と推定 され る街の薬局の店頭薬販売3額は

含 まれ てお らず,ま た,正 常 分娩の妊婦 は患者 では な

いため にその分娩 費用 は入 れ ない し,歯 科 自由診療 の

費用 は除外 され,差3額 ベ ッ ドな どの医療保 険対象外項

目の療 養環境費 も除外 されている.勿 論,医 療機 関の

運営 や施設整備 のための費用 も入 ってい ない.ち なみ

に,米 国 が発 表 す る 国民 医療 費(NationalHealth

Expenditure)に は,日 本 の国民 医療費が除外 す る項 目

のほか に,病 院等 医療 施設建設費 や病 院付 属 のナーシ

ングホーム,そ して医学研 究費 な どの幅広い項 目の費

用 を含 んでい る3).

要す るに,わ が 国の国民医療費 とは,あ くまで も医

療 の国民皆保 険制度 の中で使 われた費用相 当 を集計す

る ものであ り,医 療皆保 険制度 を管理 するための統計

であ って,他 国 との比較 を 目的 とした ものではない.

その動 向 を見 る と,1974～5年 を境 に急 に伸 び始め

てい る.そ の頃 とい うのは象徴 的 な時期で ある.1975

年 には最初 のサ ミッ トがパ リで開か れ,ア ジアか らは

日本 だ けが招 かれた.つ ま り,こ の 頃か ら日本 は名実

ともに先進 国 トップの仲 間入 りを果 して,医 療 費はそ

の頃の勢 いのまま伸 びてい った.そ の勢 い とい うの は,

毎年1兆 円の規模 で増 えてい くとい う ものである.し

か し,一 般産業界 で は1979年 の第二次 オイルシ ョック

を境 に成長が頭打 ち となった.そ れ に も関 わ らず,医

療 について は高度経 済成長期 の勢 いで伸 びを続 けたた

め,い ずれ無理 が くるこ とが危惧 され てい た.そ れゆ

え,政 府 政策側 は1980年 代初 め頃か ら大掛か りな医療

制度改革 に着手 したのである.

国民 医療 費の動 向 を示 す グラ フをよ く見 る と,最 近

の と ころで奇 妙 な状 況 が起 こって い る こ とに気付 く

(図1).ま ず,1999年 度 には国民 医療 費は30兆 円を超

えたに も関わ らず,2000年 度 にはそれが29兆 円台 に減

った.そ の理 由は,2000年 度 か ら介護保 険制度が始 ま

り,そ れ まで高齢者 医療 費 とされていた もの の一部 が

介護 保険側 の支 払 い となったか らであ る.そ のため,

国民 医療費統 計 は2000年 度か ら連続性 を失 ってい る.

つ ま り,こ の後 は国民 医療費 だけでは な く,介 護保 険

図1　 国民 医療 費 の動 向

※2003年度は速報値をもとに推計 した

制度に転嫁 された高齢者医療費分 も合わせた医療費支

出の動向を見ていかなくてはならない.

そこで,2000年 度以降最近年 までの国民医療費に介

護保険側に転嫁 された高齢者医療費分 を上乗せ してみ

ると,図2の ように従来になかった国民医療費管理の

動 きが見 える.す なわち,介 護保険転嫁分 を併せた

「調整国民医療費」では,2000年 度以降も毎年1兆 円

近 く増 えるという増嵩傾 向が止 まらず にいたのが,

2002年 度に急ブレーキがかかっている.

ちなみに,今 の制度では総ての支出を精算 して国民

医療費が公表されるまでに1年4ヶ 月近 くもかかって

いるため,2002年 度の数値が公表されたのは2004年8

月初旬のことである.も っとも,速 報値は4ヶ 月余 り

で発表 されるため,同 月中旬には2003年 度の国民医療

費の概算額が分かる.こ の速報値,す なわち概算医療

図2　 2002年度の 「調整国民医療費」の動向
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費とい うのは,労 災保険からの支出分や健康保険の未

清算分が入っていない.し か し,概 算医療費は国民医

療費の97%相 当 という目安があるので,そ れに基づい

て2003年 度分の国民医療費 を推測することがで きる.

他方,介 護保険か らの支出は,保 険請求項 目が医療よ

りもシンプルであることや,制 度開始当初から電子請

求を促進 していたこともあ り,4ヶ 月ほどで前年度の

総介護費用支出が発表 され,ま た,高 齢者医療費の転

嫁分は制度開始以降の3年 間の実績 を見 ると総介護費

用支出の40%程 度 という目安がある.そ こで,2003年

度の 「調整国民医療費」 を算出すると,図3の ように

なり,い わば 「一旦踏んだ急ブレーキから慌てて足 を

離 した」かのように伸びを戻 していることが分かる.

図32003年 度の 「調整国民医療費」の動向

じつのところ,2002年 度にはこれまでにない医療保

険財政対策が行われている.皆 保険を達成 した1961年

以降,40年 を経たこの年になって初めて政府保険者は

診療報酬の実質マイナス改定を行ったのである.加 え

て,こ の年10月 には高齢者自己負担の完全定率化 も実

施に至ったので,高 齢者受診 も抑制 された ものとみら

れる.こ れらの影響で介護保険転嫁分 を併せた 「調整

国民医療費」の2002年 度分は前年度並,つ まり伸びが

止まった状況 となった.

このように国民医療費の動向を目安にした医療制度

の経済的運営管理が,わ が国の医療制度経営の特徴で

ある.

医療保険制度の収支動向と医療制度改革

わが国医療の国民皆保険制度では,国 民健康保険の

市町村 国保,政 府管掌健康保険(政 管健保),組 合管

掌健康保険(組 合健保)の いずれかに加入する国民が

全体の9割 を占める.図4の ように,こ れらの医療保

険制度の単年度収支 を見ると,一 昔前でも市町村国保

と政管健保は赤字だった.そ して,長 らくの問,収 支

が好調だった組合健保 も1994年 には赤字に転 じた.そ

のため,1997年 に健康保険法(健 保法)の 改正を行っ

て,政 管健保や組合健保等の社会保険(社 保)本 人の

2割 負担 を実施 した結果,こ れ らの収支が改善 し,

1998年 度は黒字に転 じたが,そ の後,ま た揃って赤字

となった.2002年 度の診療報酬実質マイナス改定では

過
去
の
赤
字
と
較
べ
る
と
わ
ず
か
な
好
転
!

図4　 主な医療保険制度の単年度収支の動向
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これらの収支改善に余 り効果はなかったが,2003年 度

の社保本人3割 自己負担による給付費減 と総報酬制に

よる保険料増 とで収支が好転 している.し かし,そ の

好転 もそれまでの単年度赤字額 と較べるとさほど大 き

くはない.つ まり,医 療保険制度改革を続けないこと

には,ま た揃って赤字に陥 りそうな状況にある.

なお,な ぜ単年度収支が赤字なのにこれまで保険者

側の支払いが可能だったのか というと,か つて個人,

法人 とも所得が伸び続 けたことから保険料収入 も伸び

て保険財政収支が黒字だった時 に蓄えておいた内部留

保金があったか らである.赤 字の年 にはこれを取 り崩

している.も しも,2002年 度の診療報酬実質マイナス

改訂や2003年 度の健保法改正による保険者収支の改善

がなかったら,ま ず政管健保が支払不能に陥ったとい

われる.つ まり,民 間の保険会社であったなら 「倒産」

ということである.

このことは,昨 日今 日に分かったわけではなく,以

前か ら厚生労働省は予測 していた.そ こで,20年 余 り

前か ら大掛か りな医療制度改革が始まる.1948年 の戦

後の医療法成立以降,1985年 の第一次医療法改正まで

の37年 間,大 きな法改正 はほとんどなかった.と い う

の も,こ の間,国 の経済は高度成長 し,個 人も法人 も

所得 を大 きく伸 ばしたため,そ れ ら所得に比例 して集

められた医療保険財源は確保 され,医 療保険制度か ら

の給付条件は改善こそすれ,後 退はまずあ りえず,大

きな変革 も必要なかった.と ころが,!979年 の第2次

オイルショックを境に日本 も本格的な低成長時代へ と

突入 し,年 次 をおいて医療制度改革の時代 に入った.

1985年 の第一次医療法改正で地域医療計画 を導入 して

病床規制 という入院医療供給 に制限を設けた7年 後の

1992年 の第二次医療法改正では,病 院の機能について

特定機能病院,療 養型病床群 とい う分類が出された.

その5年 後の1997年 には第三次医療法改正が行われ,

地域医療支援病院の導入 も注 目された.併 せて,健 保

法改正により社保本人の2割 負担 を実施 した.そ して,

2003年 度か らは社保本人の3割 負担が実施 されたた

め,社 保は国保 と同 じ自己負担割合になり,こ れによ

って歴史的な成立経緯からばらばらになっている保険

者 ・保険制度 を一本化する構想 も現実味を帯びてきて

いる(図5).2001年 の第四次医療法改正では,一 般

病床 と療養病床 に区分 けして管理することが発表 さ

れ,総 ての病院を対象に入院機能の分別を求めた.結

果は,急 性期入院のための一般 病床が過剰気味である

にもかかわらず,一 般病床 を選択する病院が多かった

が,こ れは近い将来に需要との兼ね合いによって何割

かが整理されるものと予想される.

このように医療制度改革の実施が どんどんと加速さ

れてきてお り,も はや毎年改革が行なわれる時代 にな

りつつある.改 革の嵐が収 まるのは,医 療保険制度の

持続性についての目処が立ったときでしかない.な お,

この一連の経緯を見ても分かるように,医 療制度改革

の動機は医療保険制度の維持 にあ り,そ の意味では医

療保険制度改革 と呼ぶのがより正確 といえよう.

医療保険制度の持続可能性と国民への説明責任

厚生労働省では,皆 保険達成後初めての診療報酬実

質マイナス改定を2002年 度に行 なうにあた り,『医療

制度改革について』 とい う小冊子 を作成 して関係各所

に配布 している.こ のように政策側が関係者にわか り

やす く説明しようとする姿勢が さらに進むと,国 民 に

向けた 「説明責任を果たす」 ことへ とつながる.

著者は1995年 頃から積極的に医療政策 と医療経営の

両方に関心 を置いた論文や論説を発表するようになっ

たが,そ の頃から医療保険財源の先行 きの不安がかな

り見えてきたこともあって,持 続可能な制度 という視

点の重要性を説明してきた.最 近でこそ,新 聞のみな

らず政治家までがこの言葉 を使 うようになったので,

世間一般にも聞き慣れた言葉になったが,こ のことを

言い始めた当時は,周 りのほとんどは意味がよく分か

らないようであった.

「持続可能な」 というのは,英 語でい うとサステイ

ナブル(sustainable)と いうことになる.つ まり,支

え得 るとい う意味合いであって,単 純な連続性を考え

るものではない.経 済学では,経 済成長の持続可能性

(growth sustainability)と いう用語があ り,そ れを制

度の運営の場合に,あ るいは病院など医療機関の経営

の場合 に,持 続可能であるためにはどのような条件整

備が必要か という視座からの検討が必要だと,著 者は

当時か ら説明 している.そ して,政 策側に向けては,

医療保険財政の行 き詰 まりが現実のものに近づいてい

るなかで国民負担増 を繰 り返 していると,国 民の方で

もその負担に堪えられな くなって大 きな反発が起 きる

であろうか ら,そ れを回避するためにも国民への説明

責任 を果たすことにもっと努力すべ きであ り,そ のた
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図5　 制度別保険給付率の年次推移

図6　 平 成14年(2002年)度 に診 療 報酬 実 質 マ イナ ス改定 を行 な う にあ た っ

て の厚生 労働 省 の説明

出典:厚 生労働 省保険局総務課 「医療制 度改革 について」

め には医療 保険制度 の分 か り易い説明が不可 欠,且 つ

また,そ の ような説 明の機 会 を数 多 く設 けるべ きだ と

い うことを主張 して きた.

そ の ような経緯 もあって,診 療 報酬実 質マ イナ ス改

定 を進 める にあたって小冊 子 を作 って一 般 に説明が な

され る ようになった ことは望 ま しい と考 えてい る.も

っ とも,政 策側 の説 明努力 にはまだ まだ改善の余地が

残 されてい る.

た とえば,こ の小冊子 の説 明図(図6)に よる と,

2002年4月 のマ イナ ス改定が なかった とすれ ば5年 後

の2007年 において35.4兆 円 と見込 まれる国民 医療 費が,

この改定 を行 うことによって国民医療 費 を7,000億 円縮

減す る こ とが で きる との見 込みが書 かれてい る3).し

か し,そ の中身 を見 る と,19.5兆 円の保険料 負担 にな

る と予想 される ところ を改定 に よって1.1兆 円減 らした

18.4兆 円 になる と見込 む一方 で,患 者 窓口負担 につ い

て は4.8兆 円か ら5.6兆 円 になる ところ を改革 によって

実 に5,000億 円増 や して6.1兆 円 を見込 む との こ とであ

る.そ して重要 な ことは,こ のマ イナス改定 を実施 し

た として も,5年 後にはや は り絶 対額 自体 は29.1兆 円

か ら34.7兆 円に増 える と予想 してい るこ とであ る.つ

ま り,国 民 医療 費の絶対額 は今 後 とも増 え続 ける とい

うこ とも,こ の小 冊子で は示 してい る.こ の ときには

説明が分 か り難 か ったの か,国 民か らの反発 や反論 を

招 くこ とな く事 が進んだ.し か し国民 は,2003年 度の

年金改革論 議で,先 行 きの見通 しが きか ない中で負担
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増が続 くとの印象 を強 く持ったもの とみ られる.そ の

ため,続 く介護保険,医 療保険の制度改革では,政 府

の制度経営努力の説明が より一層求め られることとな

ろう.

国民の医療保険資金を考える

先に説明 したようにわが国で国民医療費 と呼んでい

るものは,要 するに国民皆保険制度 を管理するための

統計のことである.そ して,現 状では公費負担,つ ま

り税金からの注入が3割 近 くもある.分 か り易 く言 う

と,保 険料 と患者 自己負担だけでは現在消費 している

保険医療サービスの7割 程度 しか賄えず,残 りの3割

が不足 しているために税金で埋めている,そ れがわが

国医療の国民皆保険の財政事情である.も っとも,最

初か らこれほど多 くの割合 を税金で補填 していたわけ

ではなく,高 度成長期で国の歳入が潤っていた ときに

政治的判断が繰 り返 された結果 としてここに至ったわ

けである(図7).

オイルショック以降の経済成長の鈍化 もたいへんな

試練であったが,1990年 末のバブル経済の破綻以降,

現在 に至るまで日本の経済はさらなる深刻な低迷を繰

り返 している.そ して不況 となると,企 業などの法人

そ して個人の所得 は伸びない.こ のことは何 を意味す

るのだろうか.

わが国の医療費財源の出処は,加 入者保険料 と患者

自己負担分および公費負担分である.い わゆる 「保険」

の仕組みであれば,保 険料はリスクに応 じて算定され,

徴収 される.と ころが,米 国を除 くほとんどの先進国

の医療保険制度では社会保険方式を採用 している.こ

れは強制保険であるため,加 入者の支払い能力 を考慮

した保険料 を徴収 している.そ して,わ が国では所得

に比例 した保険料を国民から徴収 してお り,そ のため

先にも述べた とお り,長 引 く不況の下で個人の所得が

伸びな くなると,当 然保険料徴収額 も伸 びないことに

なる.

また,患 者の自己負担は可処分所得 に関係する.可

処分所得 とは,給 料か ら税金や社会保障料あるいは家

のローンなどといった決まって出る金銭 を払って手元

に残る金,つ まり自由に使える金のことだが,こ の可

処分所得 も経済の停滞で個人の所得が伸 びな くなれ

ば,当 然 これも伸びない.そ して,公 費負担部分,つ

まり税収で補填 される分であるが,税 も原則,法 人や

個人の所得に対 して比例するような形で集め られてい

るので,経 済の停滞や不況が続 くと,や はりこれも頭

打ちになる.

そのようなわけで,現 在のわが国国民医療費の資金

そのものが頭打ち状態だといえる.し かし,頭 打ち状

態とはいえ,途 方もない金額である.

医療費支出の国家間比較

対GDPの 比率で見ればわが国の医療費はたいへん

低いという見方がある.た とえば,1997年 のデータで

見ると,図8の ようにOECD加 盟29ヶ 国中,日 本の対

GDP比 は20番 目である.た だし,同 じデータを実額で

見 ると2番 目,国 民1人 当 りで見ると7番 目となる.

海外 にも足 を運んだ事のある人たちにとっては,は た

図7　 財源別国民医療費割合の年次推移
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総医療費 対GDP比 一 人当た り

医療費指標 の国際比較/OECD29力 国 中の順位(1997年)

図8　 医療費支出の国際比較

していず れの ランキ ングが わが国国民の医療 費支 出の

実感 に近 い もので あろうか.

じつはOECD加 盟各国が提 出 して くる国民の総医療

費 支 出につ いて は,集 計項 目が統 一 され ていない こと

が 以前 か ら問題 になっていた.そ こで,各 国の医療 費

支 出なる ものの集計項 目を揃 えるための研究 が行 なわ

れ,2000年 にな って ようや くOECDは 国民 保健 計算

(NHA/Nationa lHealth Accounts)の 国際基準 として

SHA(A System of Health Accounts)を 発表 し,加 盟各

国 にこれに準拠 したデータの提 出を呼 びかけてい る4).

2004年 夏現在,ま だSHAに 基 づ く各 国の総保 健医

療 支 出(Total Expenditure on Health)の デ ータが揃

つた とは聞か ない.し か し,わ が国の場合 には2000年

度 か ら医療 経済研究機構 におい て過去 に遡 ったわが 国

総 保健 医療 支 出の算 定 に着手 し,そ の結 果 を発表 して

い る.そ れ に よる と,図9の よ うに,従 来の国民医療

費 よりも25%近 く大 き くなる.な お,参 考 まで にSHA

でい う総 保健医療支 出の算定構造 に従 って,医 療経済

研 究機構が行 ったわが国の推計値 を図10に 転載 する5).

図9　 OECDのSHA手 法に基づく保健医療支出推計値 と

国民医療費の比較

(2004年,医 療経済研究機構)

29ヶ 国の総 保健 医療 支 出 デ ー タが まだ揃 わ ない た

め,現 在 の ところ比較 で きないが,米 国 につ いては従

来か ら提 出 してい るデー タの集計項 目はほぼこれ に近

い.し か し,米 国の国民 医療費 はSHAで 集計す る項

目の ほかに 「医学研 究費」 も含 まれてい る.そ の額 は

2001年 度 で328億 ドル(約3.5兆 円)に も上 る.

わが 国の場合 にはSHA手 法 に基 づ く2001年 度 の総

保健 医療 支 出は約39.5兆 円 とな ってお り,国 民 の医療

サ ー ビス消 費 とい う観点 では,個 別的保健 医療 支出で

ある36.2兆 円が金 額規模 の 目安 とな ろ う.こ の額 は,

わが国基 幹産業で ある 自動車 産業(部 品業 を含 む)の

規模 が45～6兆 円程 度 と推計 され る こ と と比 較 して

も,か な りの巨額 であるこ とが わか る.

医療改革 なるもの

近年,世 界 の国々で医療改革(health reform)が 重

要 な課題 となっている.そ の 中身を一言 でい えば,い

ずれの国で も増 え続 け る医療保障 のための財政 をいか

に管理 す るかの議論 であ る.も っ と も,税 金 であれ,

保 険料 で あれ,そ れ らをプール した国民の医療資金 を

どの ように管理す るかが問題 であ り,本 質 は現物給付

方式の医療保険事業の経営論議 で もある.

じつの ところ,現 物給付 方式 の医療保 険 なる ものの

事 業管理 はいろいろ な点で複雑 であ り,わ が 国に限 ら

ず,世 界 的に も研 究が遅れ ている.そ の ような ことも

あ って,わ が 国の医療 皆保険制度 で も運営 にあたって

海外の状況 を盛 ん に観察 し続 けてい るが,解 は見 つか

つてい ない.そ の ような中,医 療 内容 につ いては医療
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(単位:百 万円)

()の 数字の うち、Aは 総保健医療支出に対する割合

Bは 個別的保健医療支出に対する割合

図10　保健医療支出の構造と推計値(2001年 度)

出典:宮 澤健一ほか 「OECDにSHA手 法に基づ く保健医療支出推計」医療経済研究機構(2004)

専 門家 に よる ピア レビュー,つ ま り相互監査 の重要性

が取 り上 げ られ る ようにな ったが,こ れは 「医療 」の

管 理 につ いて は有 効 だ と考 え られ る もの の,「 医療 保

険」 の管理 については不十分 だ と思われる.す なわち,

保 険=金 融(フ ァイナ ンス)の 専 門家 に よるピアレビ

ューが欠 けているか らである.

経 済学 では,人 間 の生活,生 存 に重要 な関わ りを持

ち,ま た社会 を円滑 に機 能す るために重要 な役 割 を果

たす資源,モ ノ,サ ー ビス を管理 しようと考 える.近

年で は,社 会 的共通資本 な る ものについて も管理 しよ

うと考 える ようにな ってい る.社 会 的共 通資本 とい う

の は,具 体 的 には土 地,大 気,海 岸,河 川,森,水,

土壌 とい った 自然環境 や,社 会的 イ ンフラス トラクチ

ヤーであ る公共交 通機 関,上 下水道,電 気,ガ ス,水

道,道 路,通 信施設 な ど,そ して さらには,教 育や 医

療 といった制度資本 も範疇 に入れ る.

米 国で長 らく研究 した経済学者 の宇沢 弘文 は,こ う

した教 育や 医療 とい った制度資本 の管理 で は,官 僚が

管理 するので はな く,社 会 的な、基準で行 われるべ きで,

それぞれ の分野 の職業 的専 門家が専 門知 識 に基づ き職

業的規律 に従 って管理 運営 され るべ きだ と主張 す る.
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宇沢 の考 え方 はおそ ら く米 国 とい う,歴 史が新 しいが

ゆえに しが らみの少 ない国 にお いて発 達 した本格 的な

ピア レビューの仕組 み とそ の経済 的特性 を 目に した と

ころか ら得 た もの と思われ る.他 方 で,古 い 国で ある

日本 な どアジア ・ヨー ロ ッパ諸 国で は,指 摘 の ような

制度資本 の管理 の必 要性 に気付 きつつ も,従 来か らの

しが らみや価値観 に拘 泥 して しまって,ピ ア レビュー

を経 済的 な視点 か ら語 られ る ことが少 ないの ではない

か と思 う.

医療 と資金のバランス管理の研究へ

発達する経済社会の中で,医 学や医療が どのような

役割 を果 たすのか についての研究が必要 とされてお

り,具 体的には社会の予算制約の考え方や,効 率的な

医療資源の利用 についての考え方,医 療へのアクセス

管理の考え方,あ るいは社会保険といった強制保険方

式を採るならば管理を一任 される政府は国民に説明責

任 を果たさねばならないといった議論がある.そ のよ

うな問題意識 を念頭において,著 者 らはこの3年 間に

渡 り 「国民皆保険制度の戦略的運営の研究」 を進めて

きた6).

これまでに説明 したわが国医療保険財政の状況を考

えると,強 制的な保険料徴収に加えて,税 を通 じて も

拠出させ られる国民の医療保険資金にやがて限界が来

るのは自明の理である.こ のような場合 にはむ しろ

(け っして小 さくはない)国 民の医療保険資金の集め

うる限度額 を予想 して,そ の資金を効率的に管理 して

い くような,い わば 「医療資金」に注 目した管理方式

へ とパ ラダイムの転換 を図る必要があるのではないか

との考えをその中で取 りまとめた.

この考えに至る経緯では,米 国で進む大規模社会実

験 とも云うべ きマネジ ドケア保険を医療保険事業のひ

とっのビジネスモデルとして捉え,そ こにおける医療

給付のための保険資金管理の在 り方 を考察 し,次 にそ

の考察結果を基にして一般化 した医療保険の資金管理

の概念 をまとめ,最 後 にその概念を念頭 に置いたわが

国国民皆保険制度 を持続するための新たな医療保険資

金管理体制の在 り方を考えるという3つ のステップに分

けて論考を進めた.こ うして得たわが国医療保険制度改

革のキーワー ドは 「疾病別医療資金管理」というもので

ある.こ こでは紙面の都合で概略だけを紹介する.

医療 とそのための資金のバランス管理では,単 に疾

病別給付条件管理 に留まらず,さ らに検討すべ き課題

を含んでいる.た とえば給付条件の検討軸 と考えられ

る保険加入者患者のアクセス条件や保険医療機関への

支払い条件 に関 して,じ つは二種類の異なる性質の管

理があることが指摘で きる.つ まり,必 ず起 こる事象

に対する構造 的管理(Structure issue management)

と不確実 な事象 に対す る確率 的管理(Uncertainty

issue management)の2つ があり,そ れぞれでマネジ

メントの方法が違う.前 者については,取 り決めによ

って管理できるはずであ り,後 者 についてはリスク情

報管理が必要になる.こ れらの検討か ら,保 険事業の

資金管理ではリスク情報管理が必要であるにも関わら

ず,現 在のわが国医療の国民皆保険制度下で政府保険

者がそのためのデータを十分 に集めていないことが指

摘できる.つ まり,国 民皆保険制度の運営管理に必要

なデータ整備体制の見直 しが急がれることが指摘で き

る.こ のように 「医療 とそのための資金のバランス管

理」の研究課題は多岐に渡 り,そ れらを整理する一つ

の試案として 「疾病別医療資金管理」が浮かび上がっ

た次第である7).

ポー トフォリオモデルに基づく医療保険資金管理

「医療 とそのための資金のバランス管理」の研究で

は,医 療の保険事業はどのように管理 されるべ きなの

か,国 民の医療資金はどう管理 されるべ きなのか,医

療資金 と医療提供のバランスをどう扱 うべ きなのかと

いった医療資金管理の概念研究に始 まり,具 体的にわ

が国国民皆保険制度の場合について医療資金管理の考

えを整理 した.

ちなみに,収 支の変動をリスクと捉 えて,こ れを適

切に数量化 して資金投入の効率性 を考えた資金の分散

管理を行なうことで,一 定の収支 を保証 しなが らリス

クの最小化を図ろうとするのがポー トフォリオの理論

である.

この発想に倣 うと,収 支均衡 を目指す社会保険方式

の医療保険制度の要諦は,歳 入 ・歳出の変動要 因を検

討 して医療費支出変化額,す なわち医療費資金の変動

を管理することにあ り,こ の変動 をリスクと捉え,医

療費資金の投入効率を考えた管理ができないかという

のが著者 ら研究班の着眼点であった.こ こでは,医 療

保険制度を保険者 ・被保険者 ・プロバイダ(わ が国の
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場合 は政府 ・国民 ・医療機関)の3者 間の経済リスク

分担 システムと規定 し,こ のリスク管理の中核 となる

のがリスク計算 とそのレベル管理であると考 えた.た

だ し,拠 出金 など世代間再分配といった 「保険事業」

の外側の問題 については,保 険者の破綻を防ぐ術であ

る 「再保険」 を国が引 き受けることで,社 会保険の責

任体制は果たせ るものと考えて,医 療資金管理の問題

についてのみに集中して論考 を進めた.そ して,医 療

資金管理では 「ポー トフォリオ的な管理の発想が有効」

と考えて,次 の3つ の課題を示 した.

・確率的管理 と構造的管理の最適な組み合わせの検討

・確率的管理を可能 とする情報処理インフラの検討

・加入者および保険医療機関との政治的交渉装置の

在 り方の検討

このうち確率的管理 と構造的管理の組み合わせとい

うのは前節に触れた とお りだが,そ れ らの最適な組み

合わせの検討はまだこれからの課題である.ま た,加

入者および保険医療機関との政治的交渉装置 について

は医療政治学(Health Politics)の アプローチが必要

となるが,こ のたびの研究班では検討する時間がなく,

これも次の課題 として残っている.

確率的管理を可能 とする情報処理インフラの検討

医療保険事業のための確率的管理を可能 とする情報

処理インフラの構築については,従 来か ら取 り組 まれ

ていたが,別 々に収集されたそれら統計 も有機的には

結びつけ られることはなく,30兆 円を超える巨額の支

出を伴 う医療保険事業の管理には不十分であった.著

者 らの研究班では,と りあえず入手可能な既存統計 を

用いたリスク計算 を試みることで,リ スク管理情報 イ

ンフラの在 り方 を例示 した.す なわち,経 済 リスク管

理を行なうのに現行の統計調査では粗いが,た とえば

患者調査で行なう調査項 目と社会医療診療行為別報告

で行なう調査項 目とを統合するような調査が行なわれ

れば,疾 病別に医療費支出の実態が もっと仔細 に推計

できることを示 した.

このたびの推計では,外 来診療で35歳 以上の高血圧

の再診患者の医療費が年間で約1.4兆 円,つ ま り国民

医療費の約5%を 占めていることが判明した.別 途に

患者の行動調査が必要であろうが,こ れら患者 につい

てはアクセス条件を変更 して,原 則,か か りつけ医制

度による給付方策が検討 されてよいと考えられた.

また,入 院診療では35～64歳 の手術ナシで6ヶ 月以

上入院の統合性障害の患者が4,000億 円強,そ して75歳

以上の脳梗塞の手術ナシ入院が5,000億 円かかっている

ことも推計された8).し かし,前 者は福祉医療の範疇

かもしれない し,後 者は昨今議論される高齢者医療制

度の範疇 となろうか.い ずれにしても,経 済 リスクの

内容情報なしに,財 政事情だけで制度改革 を議論 して

いては空回 りする恐れがあるので,政 府保険者 は限ら

れた国民医療資金の配分の優先順位を説明するために

も,リ スク管理のための情報インフラの構築 が不可欠

であ り,そ のための体制作 りも喫緊の課題であること

を指摘 したのが,こ のたびの研究であった.ち なみに,

このような研究は医療制度の経済的運営,す なわち医

療の制度経営の範躊である.

医療制度経営論紹介の終わりに

著者が米国のマネジ ドケアを考察 して得た最大の知

見 は,(大 袈裟ではな く)人 類 にとって医療保険の事

業経営の研究が全 く遅れていることを思い知 ったこと

である.そ してそれゆえに,巷 で言われる 「医療保険

の公私二階建て論議」には懐疑的である.つ まり,い

くら払 うと約束する現金給付の年金保険 とは違い,原

則治癒するまでを約束する現物給付 の医療保険の場合

にはどこまでが 「基礎部分」で,ど こからが 「上乗せ

部分」かとい う線引 きの根拠が示 し難いか らである.

そのため,実 験社会である米国で一昔前のマネジ ドケ

ア保険会社HMOの 中には自分達に都合良 く解釈 して

給付の線引きをし,「基礎部分」を恣意的に小 さ くし

た.そ れが理由で被害 を受けた患者達か ら訴 えられ,

HMOは 医療保険の約定,つ まり線引 きの根拠作 りに

真剣取 り組むようになっている.そ の一つが,経 済リ

スク管理のための多大な情報システム投資である.
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